
基本計画とＳＤＧｓの関係性参考資料

第１章　住民とともに進めるまちづくり

第１節　人づくり

質の高い教育をみん
なに

まちづくりに関心や意欲のある住民に対し、学習機会の提供などによ
り、能力開発を支援

ジェンダー平等を実
現しよう

あらゆる人の能力が、性別に囚われずに活かされ、活動できる環境づく
りを推進

人や国の不平等をな
くそう

あらゆる人の能力が、性別に囚われずに活かされ、活動できる環境づく
りを推進

平和と公平をすべて
の人に

あらゆる人の能力が、性別に囚われずに活かされ、活動できる環境づく
りを推進

パートナーシップで
目標を達成しよう

関係団体や関係機関と連携し、取り組み内容や成果などの情報発信に努
めることによるパートナーシップの活性化

 第２節　地域づくり

ジェンダー平等を実
現しよう

公正な協働のまちづくりを進めるため、住民参画を推進

公正な協働のまちづくりを進めるため、住民参画を推進

情報をわかりやすく提供することによって、住民参画を推進

住み続けられるまち
づくりを

自治区の支援を行うことによる自治区の活性化

公正な協働のまちづくりを進めるため、住民参画を推進

情報をわかりやすく提供することにより、住民参画を推進

住民と情報共有を行うことにより、暮らしやすい地域づくりを目指す

住民参画による住民と行政とのパートナーシップを活性化

情報をわかりやすく提供することにより、住民参画を推進し住民と行政
とのパートナーシップを活性化

地域における住民主体の活動を支援し連携することで、多様な主体との
協力関係を構築

住民と情報共有を行うことにより、住民と行政とのパートナーシップを
活性化

理想のまちづくりのため、住民と行政とのパートナーシップを活性化

ボランティア団体に対する情報共有やコーディネート、団体が持つノウ
ハウを生かした活動の支援により、住民と行政とのパートナーシップを
活性化

人や国の不平等をな
くそう

平和と公平をすべて
の人に

パートナーシップで
目標を達成しよう

第５回審議会

【資料６】
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第２章　安全で安心して暮らせるまち

第１節　安全・安心

質の高い教育をみん
なに

通学時における交通安全指導を教育の一環として実施

防災、減災対策により、安全、強靭な持続可能なまちづくりを推進

河川や海岸などの危険個所の把握、計画的な対策の実施などにより、安
全な生活空間を確保

下水道雨水幹線の整備等により、豪雨災害に強いまちづくりを推進

空家などの適正な管理の促進により、安心安全で災害に強いまちづくり
を推進

消防活動の円滑な実施のための消防車両の整備などにより、安全、強靭
なまちづくりを推進

防犯対策により、住み続けられるまちづくりを推進

交通安全対策により、住み続けられるまちづくりを推進

気候変動に対応した防災対策の実施

気候変動に対応した持続可能な下水道施設の整備

防犯対策による平和なまちづくり

防犯パトロールによる安全なまちづくり

通学路の安全状況を事前に確認することにより、犯罪や交通事故の未然
防止

交通安全対策による平和なまちづくり
平常時からの住民同士や関係機関が連携した協力関係の構築

自主防災組織をはじめとした「公助」との連携や支援による地域の防災
体制の強化

消防・防災活動における消防団との連携及び支援
防犯活動により、住民と行政とのパートナーシップを活性化

交通安全対策により、住民と行政とのパートナーシップを活性化

パートナーシップで
目標を達成しよう

平和と公平をすべて
の人に

住み続けられるまち
づくりを

気候変動に具体的な
対策を
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第３章　子どもがのびのびと育つまち

第１節　子ども・子育て支援

通学費補助により、子育て世代の経済的な負担軽減
医療費の自己負担額助成により、子育て世帯の経済的な負担軽減

子育て世帯の経済的支援の推進

健康的な生活を推進するため、医療費の自己負担額助成により、受診控
えの防止、早期発見、早期治療

すべての子どもたちの健康的な生活を目指し、子育て世代を支援

子どもの健康的で健全な発達・成長を支援

保育所・幼稚園・認定こども園により、子どもの健やかな発達を支援

支援が必要な子どもにする特別支援教育とともに、その大切さを教育す
る

学童クラブなどで子どもの成長に資する環境を提供

保育所・幼稚園・認定こども園による早期から質の高い教育・保育を提
供

ジェンダー平等を実
現しよう

女性の就労支援、男性の育児促進

学童クラブなどの子育て支援策により、親の就労を支援

保育所・幼稚園・認定こども園により、親の就労を支援

人や国の不平等をな
くそう

それぞれの児童・生徒の個性にあった教育（特別支援教育）の提供

第２節　学校教育

すべての人に健康と
福祉を

健康につながるよう、体力の向上や運動の日常化

質の高い教育の提供

心身ともに健康であることの大切さを教育する

健やかな体の育成を図り、豊かな心を育てるため、発育期の児童・生徒
に栄養バランスのとれた学校給食を提供

教育環境を整えることによる質の高い教育を提供

貧困をなくそう

すべての人に健康と
福祉を

質の高い教育をみん
なに

働きがいも経済成長
も

質の高い教育をみん
なに
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第４章　いきいきと暮らせる笑顔のまち

第１節　社会福祉

成年後見制度を周知し利用促進することで、あらゆる年齢の人の福祉を
促進

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後
まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が
一体的に提供される地域包括ケアシステムを強化

誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現に向け、障が
い者の自立と社会参加の支援に必要な保健事業に関する施策を推進

質の高い教育をみん
なに

地域における各種団体と連携し、生涯学習の機会を提供

働きがいも経済成長
も

障がい者を含むすべての人の完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある
人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を図る

成年後見制度の利用促進により、判断能力が著しく低下した人の権利を
擁護

障がいの有無に関らず、誰もがお互いに尊重し合い、支え合いながら暮
らせるよう、障がい者差別の解消と権利擁護の推進

平和と公平をすべて
の人に

成年後見制度の利用によりすべての人の司法へのアクセスを提供

パートナーシップで
目標を達成しよう

地域における各種団体と連携し、多様な主体の協力関係を構築

第２節　健康づくり

あらゆる年齢の全ての人の健康づくりを支援

国民健康保険事業の健全化に努め、すべての国民健康保険被保険者が安
心して医療を受けることができる環境にするにより、健康的な生活を確
保

全ての国民健康保険被保険者の健康づくりを支援

芦屋中央病院を中心として町内の医療機関及び介護・福祉施設の連携を
図り、医療サービスや介護サービスの利用に繋ぎ、健康的な生活を確保

全ての人が健康的な生活を確保するために必要な医療を確保

すべての人に健康と
福祉を

人や国の不平等をな
くそう

すべての人に健康と
福祉を
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第５章　活力ある産業を育むまち

第１節　農業

担い手の確保により、持続可能な農業を促進

農業基盤整備により、持続可能な農業を促進

働きがいも経済成長
も

担い手による農地の利用集積化により、地域経済の活性化

産業と技術革新の基
盤をつくろう

計画的な農業基盤整備により、持続可能な農業を促進

陸の豊かさも守ろう 陸上資源の保護を念頭に置いた農業基盤整備

パートナーシップで
目標を達成しよう

関係団体と連携し、新たな取り組みでのパートナーシップを活性化

第２節　水産業

漁業経営の安定化により、持続可能な漁業を促進

漁業基盤整備により、持続可能な漁業を促進

働きがいも経済成長
も

漁業経営の安定化により、地域経済を活性化

産業と技術革新の基
盤をつくろう

計画的な漁業基盤整備により、持続可能な漁業を促進

海の豊かさを守ろう 豊かな海を守り、水産物を持続可能な形で利用するため、藻場を保全

パートナーシップで
目標を達成しよう

関係団体と連携し、新たな取り組みでのパートナーシップを活性化

飢餓をゼロに

飢餓をゼロに
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第３節　商工業

働きがいも経済成長
も

雇用の確保や経済成長の実現に貢献するため、商店街の活性化を推進

産業と技術革新の基
盤をつくろう

経営革新の拡大に貢献するため、商工会と連携し、商品開発を推進

パートナーシップで
目標を達成しよう

関係団体や関係機関と連携し、新たな取り組みに努めることにより、
パートナーシップを活性化

第４節　観光

エネルギーをみんな
にそしてクリーンに

全天候型施設等の建築物に対し、省エネや再エネの利用を推進

町のプロモーション及び地域おこし協力隊活動による地域経済の活性化

芦屋港活性化により、地域経済の活性化や雇用の創出

情報発信とプロモーション活動により、地域経済を活性化

観光案内を推進し、観光業の活性化により、地域経済を活性化

観光が持続可能な産業となるよう、公園や国民宿舎を整備

観光が持続可能な産業となるよう、新たな観光ルートの設定などを実施

町のプロモーションによる地元企業の支援・地域おこし協力隊活動によ
る新しいビジネスの創出

芦屋港活性化により、新たな地域産業を創出するとともに、公共下水道
などのインフラを整備

住み続けられるまち
づくりを

住み続けられるまちづくりの実現のため、海浜公園等の環境整備

海の豊かさを守ろう
海釣施設整備による海洋汚染の軽減、及びボートパークを活用した海洋
思想の普及となるソフト事業の展開

関係団体や関係機関と連携し、新たなとりくみに努めることによりパー
トナーシップを活性化

町のプロモーション及び地域おこし協力隊活動による町内関係団体や事
業者とのパートナーシップの構築

関係団体や関係機関と連携し、新たな取り組みに努めることによって
パートナーシップを活性化

海浜公園を含めた一体的な運営組織体を新たに構築することで、民間事
業者や行政、住民によるパートナーシップの構築

産業と技術革新の基
盤をつくろう

パートナーシップで
目標を達成しよう

働きがいも経済成長
も
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第６章　環境にやさしく、快適なまち

第１節　生活環境

すべての人に健康と
福祉を

住民の健康状態の維持・改善に努めるため、快適な住環境を確保

安全な水とトイレを
世界中に

遠賀川流出ごみ対策及び不法係留船対策による水質の保全

エネルギーをみんな
にそしてクリーンに

省資源・省エネルギー化などへの取り組み

住民に対し、包括的、安全かつ快適な住環境を整備するため、航空機騒
音の改善などに向けた取り組み

持続可能な人間居住の実現ための遠賀川流出ごみ対策及び不法係留船対
策

つくる責任つかう責
任

省エネや3Ｒの徹底など、環境教育などの実施

気候変動に具体的な
対策を

温室効果ガスの取り組みと同時に、気候変動に備えた適応策の検討

海の豊かさを守ろう 遠賀川流出ごみ対策及び不法係留船対策による海洋の汚染対策

パートナーシップで
目標を達成しよう

環境美化のため、地域住民と協力した河川敷や海岸地域、町内居住区域
の清掃活動

住み続けられるまち
づくりを
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第２節　公園・緑地

すべての人に健康と
福祉を

住民の健康状態の維持・改善に努めるため、街区公園の整備により快適
な住環境を確保

安全な水とトイレを
世界中に

水源の環境保全のため、緑地を保全

飛砂の軽減のため、松林を保全

松林の保全管理により、持続可能なまちづくりを推進

環境負荷の低減のための松林保全に向けた環境教育

松林の保全管理による塩害被害の低減を図り、持続可能な生産消費形態
を確保

温室効果ガスの取り組みと同時に、気候変動に備えた適応策の検討

緑地の保全により、温室効果ガスの削減

松林の保全管理により、気候変動の影響を軽減

緑地の保全による海洋資源の保全

松林の保全管理による海洋資源の保全

自然生体系の保護のため、緑地を保全

陸域生態系の保護のため、緑地を保全

持続可能な松林の保全管理により、自然生態系を保護

パートナーシップで
目標を達成しよう

松林の保全活動のため、住民、民間企業、行政によるパートナーシップ
を構築

住み続けられるまち
づくりを

つくる責任つかう責
任

気候変動に具体的な
対策を

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう
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第３節　土地利用・住宅

働きがいも経済成長
も

民間活力を導入した芦屋中央病院跡地開発による、地域経済の活性化及
び雇用の創出

産業と技術革新の基
盤をつくろう

地域の活性化のため、活用予定のない町有地を売却し、町土の有効利用

持続可能な都市づくりのため、都市計画マスタープランに基づく都市づ
くりや土地利用

持続可能な都市及び人間居住の実現のため、民間活力を導入した芦屋中
央病院跡地開発等の検討

持続可能な都市づくりのため、活用予定のない町有地を売却し、町土の
有効利用

町営住宅整備や空家対策、移住・定住促進により、安全安心で活力ある
まちづくりを推進

芦屋中央病院跡地の活用のため、検討段階から町内関係団体及び事業者
との意見交換等を図り、パートナーシップを活性化

関係団体と連携し、芦屋町の地域特性や魅力を活かした移住・定住の促
進

第４節　道路・交通

産業と技術革新の基
盤をつくろう

道路や橋梁について計画的かつ持続的な整備により活動空間の充実を図
り、産業の基盤づくりを推進

道路や橋梁について計画的かつ持続的な整備により、安全かつ強靭な生
活空間を維持

住み続けられるまちづくりを行うため、充実した公共交通を確立

パートナーシップで
目標を達成しよう

近隣市町及び交通事業者と連携し各事業を協議することにより、パート
ナーシップを活性化

第５節　上水道・下水道

安全な水とトイレを
世界中に

公共用水域の環境保全及び公衆衛生確保のため、下水道事業を維持

住み続けられるまち
づくりを

快適な住みやすいまちづくりのため、下水道施設を長期的に維持

海の豊かさを守ろう 適正な下水処理を行うことで河川や海洋の水質汚濁を防止

住み続けられるまち
づくりを

パートナーシップで
目標を達成しよう

住み続けられるまち
づくりを
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第７章　心豊かな人が育つまち

第１節　生涯学習

すべての人に健康と
福祉を

生涯にわたってスポーツに参加する機会の提供により、健康的な生活の
確保

学習機会の拡充を行い住民が学んだ知識を生かすことができる環境づく
りを推進

学習機会の拡充を図り住民が学んだことを活かせる環境づくりを推進

パートナーシップで
目標を達成しよう

関係団体との連携により、競技スポーツへの支援

第２節　人権

質の高い教育をみん
なに

人権教育や人権啓発を進めることにより、公平な教育を受けられる環境
を整える

啓発活動により、お互いが尊重されれるまちづくりを推進

啓発活動や環境整備などにより、女性が活躍できる環境づくりを推進

啓発活動により、お互いが尊重されれるまちづくりを推進

啓発活動や環境整備などにより男女差別がない社会の形成を推進

啓発活動により、お互いが尊重されれるまちづくりを推進

啓発活動や環境整備などにより、男女差別がない社会の形成を推進

第３節　歴史・文化

生涯学習の機運を高めるため、文化財を活用

体験プログラム等の実施により、地域文化を振興

文化・芸術活動を通じた、生涯学習の機運醸成

働きがいも経済成長
も

芦屋釜をはじめとする芦屋鋳物の産業化を図るため、鋳物師を支援

住み続けられるまち
づくりを

文化財の保護により、シビックプライドを醸成

ジェンダー平等を実
現しよ

人や国の不平等をな
くそう

平和と公平をすべて
の人に

質の高い教育をみん
なに

質の高い教育をみん
なに
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第４節　国際交流

質の高い教育をみん
なに

ホームステイ事業（語学力の研修）を教育の一環として実施

パートナーシップで
目標を達成しよう

住民が異文化、多文化に触れる機会の充実を図るため、国際交流協会と
連携

計画の実現に向けて

健全で持続可能な行政運営を行います

健全な財政運営により、住み続けられるまちづくりを推進

施設の適切な維持管理

平和と公平をすべて
の人に

自主財源確保のため、納税義務者に対し、法律に基づいた公平・公正な
課税や徴収

パートナーシップで
目標を達成しよう

パートナーシップの推進を担う中核的な存在となれるよう、持続可能な
行財政運営を実施

モーターボート競走事業の売上向上を進めます

住み続けられるまち
づくりを

収益金の活用にのより、持続可能なまちづくりを推進

職員の育成や資質向上を図ります

パートナーシップで
目標を達成しよう

多くの関係者を結び付け、パートナーシップの推進を担う中核的な存在
である自治体職員として、計画的な研修などにより職員の資質の向上や
能力開発

柔軟で生産性の高い組織づくりをめざします
効果的かつ柔軟に対応できる組織運営を行うことを目的とした定期的な
人事異動

パートナーシップの推進を担う中核的な存在にふさわしい、効率かつ効
果的な組織づくり

住民等とのパートナーシップの推進を担う中核的な存在にふさわしい、
事務の効率化を図った生産性の高い組織づくり

住み続けられるまち
づくりを

パートナーシップで
目標を達成しよう

11



広域連携を推進します

働きがいも経済成長
も

地域経済の活性化及び雇用の創出のため、北九州市との連携中枢都市圏
構想を推進

産業と技術革新の基
盤をつくろう

持続可能な産業化を促進するため、北九州市との連携中枢都市圏構想を
推進

住み続けられるまち
づくりを

持続可能な都市及び人間居住を実現するため、北九州市との連携中枢都
市圏構想を推進

広域連携を進め、多様な主体との協力関係を構築

北九州市及び関係自治体、事業者とのパートナーシップに取り組むた
め、北九州市との連携中枢都市圏構想を推進

パートナーシップで
目標を達成しよう

12


